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(57)【要約】
【課題】衛生器具本体の据付向きを容易に変更すること
ができ、所望する据付向きに確実に固定することができ
る衛生器具を提供する。
【解決手段】衛生器具である洋風大便器は、便鉢１０と
、便鉢１０に連通する器具排出管１１と、器具排出管１
１を囲包し、下方に開口する脚部１２とを有する便器本
体１Ａを備えている。器具排出管１１は、脚部１２に囲
包される床面Ｆに固定される接続ソケット２０により、
床面Ｆより下方に伸びた排出管２に連通される。接続ソ
ケット２０と脚部１２との間に設けられた固定具３０に
より、便器本体１Ａを器具排出管１１の軸芯周りに回転
させて便器本体１Ａの据付向きを変更可能に固定する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鉢部と、該鉢部に連通する器具排出管と、該器具排出管を囲包し、下方に開口する脚部
とを有する衛生器具本体と、
　該器具排出管を該衛生器具本体が据え付けられる据付面より下方に伸びた排出管に連通
し、該脚部に囲包される該据付面に固定される接続ソケットと、
　該接続ソケットと該脚部との間に設けられ、該衛生器具本体を該器具排出管の軸芯周り
に回転させて該衛生器具本体の据付向きを変更可能に固定する固定具とを備えていること
を特徴とする衛生器具。
【請求項２】
　前記接続ソケットは、内周面を連通口にしたリング形状であり、外周面には第１セレー
ションが形成されており、
　前記固定具は、外周面が前記脚部の内周面に固定されたリング形状であり、内周面には
該第１セレーションに嵌合する第２セレーションが形成されている請求項１記載の衛生器
具。
【請求項３】
　前記衛生器具本体は、前記脚部の内周面から内側に向けて突出する鍔部を有し、
　前記接続ソケットは内周面を連通口にしたリング形状であり、
　前記固定具は、前記接続ソケットの外周面より外方に突出する弾性体からなり、弾性変
形により該鍔部を上下方向に通過可能であり、該鍔部の上面に係止する係止部を有する請
求項１記載の衛生器具。
【請求項４】
　前記接続ソケットは、内周面を連通口にしたリング形状であり、電磁石が組み付けられ
ており、
　前記固定具は前記脚部の内周面に固定され、該電磁石の電磁力により保持可能である請
求項１記載の衛生器具。
【請求項５】
　前記固定具はリング形状であり、磁着可能である請求項４記載の衛生器具。
【請求項６】
　前記接続ソケットは内周面を連通口にしたリング形状であり、前記据付面に固定された
際の周縁上部に一定間隔で設けられた複数の凹部と、各該凹部の下端角部から外周面の一
方向に伸びて設けられた係止溝とを有し、
　前記固定具は前記脚部の内周面から内側に突出し、該係止溝に係止可能な複数の係止片
である請求項１記載の衛生器具。
【請求項７】
　前記接続ソケットは、内周面を連通口にしたリング形状であり、外周部が弾性体により
形成され、外周面に設けられた嵌合溝を有し、
　前記固定具は、前記脚部の内周面から内側に突出し、該嵌合溝に嵌合可能な嵌合片であ
る請求項１記載の衛生器具。
【請求項８】
　前記衛生器具本体は、前記器具排出管の軸芯に対して対称形状である請求項１乃至７の
いずれか１項記載の衛生器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は衛生器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１に従来の衛生器具である洋風大便器が開示されている。この洋風大便器は、
便鉢と、便鉢に連通する器具排出管とを有する便器本体を備えている。器具排出管は、器
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具排出管の下端に接続された接続筒と便器本体が据え付けられる床面に固定された接続ソ
ケットとを介して、床面より下方に伸びた排出管に連通される。接続筒の外周面下部には
、外側に伸びる２個の係止片が形成されている。接続ソケットの内周面には、接続ソケッ
トの上面から連続して２個の係止溝が螺旋状に形成されている。係止片を係止溝に係合さ
せ、便器本体を回動させながら、据付面に下降させることにより、器具排出管と排出管と
を連通させることができる。
【０００３】
【特許文献１】実開平７－２９０８２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、上記従来の衛生器具である洋風大便器では、接続筒を器具排出管に固定する向
き及び接続ソケットを床面に固定する向きにより、便器本体の据付向きが特定される。こ
のため、便器本体の据付向きを変更するには、接続筒の器具排出管への固定、又は接続ソ
ケットの床面への固定をやり直さなければならず、手間を要する。また、便器本体の据付
時に便器本体の据付向きを調整する際にも、接続筒又は接続ソケットの固定をやり直さな
ければならない。
【０００５】
　本発明は、上記従来の実情に鑑みてなされたものであって、衛生器具本体の据付向きを
容易に変更することができ、所望する据付向きに確実に固定することができる衛生器具を
提供することを解決すべき課題としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の衛生器具は、鉢部と、該鉢部に連通する器具排出管と、該器具排出管を囲包し
、下方に開口する脚部とを有する衛生器具本体と、
　該器具排出管を該衛生器具本体が据え付けられる据付面より下方に伸びた排出管に連通
し、該脚部に囲包される該据付面に固定される接続ソケットと、
　該接続ソケットと該脚部との間に設けられ、該衛生器具本体を該器具排出管の軸芯周り
に回転させて該衛生器具本体の据付向きを変更可能に固定する固定具とを備えていること
を特徴とする。
【０００７】
　この衛生器具では、接続ソケットの据付面への固定向きにかかわらず、衛生器具本体を
器具排出管の軸芯周りに回転させて、所望する据付向きに固定することができる。このた
め、接続ソケットの据付面への固定をやり直さずに、衛生器具本体の据付向きを変更する
ことができる。また、衛生器具本体の据付向きの調整も接続ソケットの据付面への固定を
やり直さずに行うことできる。
【０００８】
　したがって、本発明の衛生器具は、衛生器具本体の据付向きを容易に変更することがで
き、所望する据付向きに確実に固定することができる。
【０００９】
　接続ソケットは、内周面を連通口にしたリング形状であり、外周面には第１セレーショ
ンが形成されており、固定具は、外周面が脚部の内周面に固定されたリング形状であり、
内周面には第１セレーションに嵌合する第２セレーションが形成され得る。この場合、接
続ソケットの第１セレーションと固定具の第２セレーションの嵌合位置を変更することに
より、衛生器具本体を所望する据付向きに容易に変更することができる。また、接続ソケ
ットの第１セレーションと固定具の第２セレーションとが嵌合されるため、衛生器具本体
は据付向きを強固に固定することができる。このため、据付面に据え付けられた衛生器具
本体を良好に使用することができる。
【００１０】
　衛生器具本体は、脚部の内周面から内側に向けて突出する鍔部を有し、接続ソケットは
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内周面を連通口にしたリング形状であり、固定具は、接続ソケットの外周面より外方に突
出する弾性体からなり、弾性変形により鍔部を上下方向に通過可能であり、鍔部の上面に
係止する係止部を有し得る。この場合、衛生器具本体を接続ソケットの上方から据付面に
下降させると、固定具は弾性変形され、鍔部が係止部を上方から下方に通過し、鍔部の上
面に係止部が係止する。この後、衛生器具本体を器具排出管の軸芯周りに回転させて、所
望する据付向きに容易に固定することができる。また、衛生器具本体の外周面にビス等の
固定部材が露出することがないため、衛生器具本体の外観をすっきりさせることができる
。
【００１１】
　脚部の下端には据付面との間に隙間を形成する凹部が設けられ、衛生器具本体の外部か
ら凹部内に平板状の治具が挿入され、固定具を押圧可能にすると良い。このようにすると
、凹部に治具を挿入して、固定具を弾性変形させることにより、係止部と鍔部の上面との
係止を容易に解除することができる。このため、衛生器具本体を据付面から容易に取り外
すことができる。
【００１２】
　接続ソケットは、内周面を連通口にしたリング形状であり、電磁石が組み付けられてお
り、固定具は脚部の内周面に固定され、電磁石の電磁力により保持可能であり得る。この
場合、接続ソケットに組み付けられた電磁石の電磁力により、固定具が保持され、所望の
据付向きに衛生器具本体を容易に固定することができる。電磁力により固定具が保持され
るため、衛生器具本体は据付向きを強固に固定することができる。このため、据付面に据
え付けられた衛生器具本体を良好に使用することができる。電磁石への通電を停止するこ
とにより電磁石の電磁力は失われるため、衛生器具本体を器具排出管の軸芯周りに回転さ
せることができ、据付向きを変更したり、調整したりすることが容易に行なうことができ
る。また、衛生器具本体の外周面にビス等の固定部材が露出することがないため、衛生器
具本体の外観をすっきりさせることができる。
【００１３】
　固定具はリング形状であり、磁着可能であり得る。この場合、接続ソケットに組み付け
られた電磁石の磁力により固定具が磁着されるため、所望の据付向きに衛生器具体を容易
に固定することができる。
【００１４】
　接続ソケットは内周面を連通口にしたリング形状であり、据付面に固定された際の周縁
上部に一定間隔で設けられた複数の凹部と、各凹部の下端角部から外周面の一方向に伸び
て設けられた係止溝とを有し、固定具は脚部の内周面から内側に突出し、係止溝に係止可
能な複数の係止片であり得る。この場合、係止片を凹部に挿入し、衛生器具本体を回転さ
せることにより、固定具である係止片が接続ソケットの係止溝に係止し、衛生器具本体を
据付面に容易に固定することができる。また、係止片を他の凹部に挿入することにより、
衛生器具本体の据付向きを容易に変更することができる。
【００１５】
　接続ソケットは、内周面を連通口にしたリング形状であり、外周部が弾性体により形成
され、外周面に設けられた嵌合溝を有し、固定具は、脚部の内周面から内側に突出し、嵌
合溝に嵌合可能な嵌合片であり得る。この場合、衛生器具本体を接続ソケットの上方から
据付面に下降させると、嵌合片が接続ソケットの外周部が弾性変形させて、嵌合溝に嵌合
される。これにより、衛生器具本体を所望する据付向きに容易に固定することができる。
また、衛生器具本体の外周面にビス等の固定部材が露出することがないため、衛生器具本
体の外観をすっきりさせることができる。
【００１６】
　衛生器具本体は、器具排出管の軸芯に対して対称形状であり得る。この場合、衛生器具
本体の外周面に模様等を付しておくと、所望する模様が見易いように据え付けたり、据付
向きを変更することにより衛生器具本体の趣を変更したりすることができる。また、衛生
器具本体の据付向きを変更しても、衛生器具の使用勝手は変わらず、良好に使用すること
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ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明の衛生器具を具体化した実施例１～５を図面を参照しつつ説明する。
【実施例１】
【００１８】
　実施例１の衛生器具は、図１～図３に示すように、トイレルームの床面（据付面）Ｆに
据え付けられる洋風大便器である。この洋風大便器は、便器本体１Ａと、便座４と、便蓋
５とを備えている。便器本体１Ａの外形状は、上方より下方に向けて径が小さくなる略逆
円錐台形状であり、外周面１３が内側に湾曲している。便器本体１Ａには、上方に開口す
る略半球形状の便鉢（鉢部）１０が形成されている。便鉢１０の下端中央部には開口１４
が形成され、この開口１４には器具排出管１１が接続されている。便器本体１Ａは、器具
排出管１１の軸芯に対して対称形状である。
【００１９】
　便器本体１Ａは、外周面１３の下部１３Ｄと、外周面１３の下端から連続し、器具排出
管１１を囲包する内壁１５とから形成された脚部１２を有している。脚部１２は下方に開
口している。また、脚部１２の下端近傍には、後述する接続ソケット２０及び固定具３０
にねじ込まれるビスＢを挿通するビス孔１３Ｈが設けられている。
【００２０】
　便鉢１０の上部開口には、取り外し可能な便座４が載置される。また、便座４の上部に
は、便鉢１０及び便座４を覆うようにして、取り外し可能な便蓋５が載置される。便蓋５
には、複数の開口５Ｈが貫設されている。便器本体１Ａが使用される際には、図１に示す
ように、便蓋５は、便座４の上部から取り外され、壁面Ｗに設けられた保持具６に保持さ
れる。
【００２１】
　洋風大便器は、図２及び図３に示すように、リング形状の接続ソケット２０を備えてい
る。接続ソケット２０の内周面は、器具排出管１１の下端が挿入されて接続される連通口
２２である。連通口２２の下端には、排出管２が一体に接続されている。このように、器
具排出管１１は、接続ソケット２０を介して床面Ｆより下方に伸びた排出管２に連通され
る。接続ソケット２０の外周面２１には、第１セレーションが形成されている。接続ソケ
ット２０の外周面２１の上下中間部には、内側に凹むＶ型溝が形成されている。これによ
り、接続ソケット２０の外周面２１に固定ビスＢがねじ込み易くされている。
【００２２】
　また、洋風大便器は固定具３０を備えている。固定具３０の内周面３１は、第１セレー
ションに嵌合する第２セレーションが形成されている。固定具３０の外周面３２は、脚部
１２を構成する内壁１５の内周面に固定されている。
【００２３】
　排出管２の下端には、便槽７が接続されている。便槽７の内部には、微生物を担持した
おが屑８が収納され、便器本体１Ａから落下した排泄物を分解処理することができる。便
槽７は、図示しない排気装置を有している。
【００２４】
　このように構成された実施例１の衛生器具である洋風大便器は、床面Ｆに固定された接
続ソケット２０に対して、接続ソケット２０の第１セレーションと固定具３０の第２セレ
ーションとが嵌合するように上方から便器本体１Ａを下降させる。この際、便器本体１Ａ
を器具排出管１１の軸芯周りに回転させ、便器本体１Ａを所望する据付向きにすることが
できる。また、接続ソケット２０は脚部１２に囲包される。その後、ビスＢをビス孔１３
Ｈに挿通し、固定具３０及び接続ソケット２０にねじ込むことにより、便器本体１Ａが床
面Ｆに固定される。
【００２５】
　ビスＢが固定具３０及び接続ソケット２０にねじ込まれていない状態で、便器本体１Ａ
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を上昇させ、便器本体１Ａを器具排出管１１の軸芯周りに回転させることにより、接続ソ
ケット２０の第１セレーションと固定具３０の第２セレーションとの嵌合位置を変更させ
ることができる。このように、接続ソケット２０の床面Ｆへの固定をやり直さずに、便器
本体１Ａの据付向きを変更したり、調整したりすることができる。
【００２６】
　したがって、実施例１の衛生器具である洋風大便器は、便器本体１Ａの据付向きを容易
に変更することができ、所望する据付向きに確実に固定することができる。
【００２７】
　また、接続ソケット２０の第１セレーションと固定具３０の第２セレーションとが嵌合
されるため、便器本体１Ａは据付向きを強固に固定することができる。このため、床面Ｆ
に据え付けられた便器本体１Ａを良好に使用することができる。
【００２８】
　また、便器本体１Ａは、器具排出管１１の軸芯に対して対称形状であるため、便器本体
１Ａの外周面１３に模様等を付しておくと、所望する模様が見易いように据え付けたり、
据付向きを変更することにより便器本体１Ａの趣を変更したりすることができる。また、
便器本体１Ａの据付向きを変更しても、洋風大便器の使用勝手は変わらず、良好に使用す
ることができる。
【００２９】
　便槽７に設けられた排気装置は常時駆動されている。便器本体１Ａを使用するために便
蓋５が便座４の上部から取り外された際には、排気装置により便鉢１０の上部開口からト
イレルーム内の空気が吸引される。吸引された空気は、器具排出管１１、排出管２、便槽
７及び排気装置を介して、外部へ排気される。このため、便槽７内の臭気がトイレルーム
内に逆流することを防止することができる。また、便器本体１Ａが使用されずに、便蓋５
が便座４の上部に載置されている際にも、排気装置により便蓋５の開口５Ｈからトイレル
ーム内の空気が吸引される。このため、便槽７内の臭気がトイレルーム内に逆流すること
を防止することができる。このように、常時トイレルーム内の空気が吸引されているため
、トイレルームを換気するための換気扇をトイレルームに設置しなくてもよい。
【実施例２】
【００３０】
　実施例２の衛生器具である洋風大便器では、図４に示すように、便器本体１Ｂの脚部１
２を構成する内壁１５の下端内周面から内側に向けて鍔部１５Ｇが突出している。また、
便器本体１Ｂの脚部１２の下端には、対向する２箇所に床面Ｆとの間に隙間を有する一対
の凹部１３Ｓが形成されている。各凹部１３Ｓは、脚部１２の外側の方が内側より床面Ｆ
との間隔が広く形成されている。このため、各凹部１３Ｓは、後述する治具Ｊが脚部１２
の外側から脚部１２の下端中間部まで挿入可能とされている。また、各凹部１３Ｓは、後
述する固定具３３の押込み部３５が脚部１２の内側から挿入可能とされている。便座及び
便蓋の図示は省略する。
【００３１】
　リング形状の接続ソケット２３の上面には、外周面に沿って対向する２箇所に設けられ
た一対の挿入溝２３Ｈが複数組形成されている。対向する２か所に設けられた一対の挿入
溝２３Ｈに固定具３３の鉤状に屈曲した先端部３４Ａの先端側が挿入される。固定具３３
は、先端部３４Ａに連続し、接続ソケット２３の外周上端部から斜め下方に伸びた傾斜部
３４Ｂを有している。傾斜部３４Ｂの下端には、内側に屈曲し、鍔部１５Ｇの上面に係止
する係止部３４Ｃを有している。係止部３４Ｃは下方に屈曲し、床面Ｆ上をスライドする
押込み部３５が連結されている。固定具３３は板バネにより形成されている。このため、
押込み部３５を接続ソケット２３側に押圧すると、弾性変形し、係止部３４Ｃが鍔部１５
Ｇの上面より接続ソケット２３側に移動する。実施例１と同一の構成には同一の符号を付
し、詳細な説明を省略する。
【００３２】
　このように構成された実施例２の衛生器具である洋風大便器では、便器本体１Ｂの据付
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向きを考慮して、接続ソケット２３の特定の挿入溝２３Ｈに固定具３３の先端部３４Ａを
挿入する。その後、固定具３３の押込み部３５が脚部１２の下端に形成された凹部１３Ｓ
に挿入されるように便器本体１Ｂを上方から床面Ｆに下降させる。この際、固定具３３は
弾性変形され、便器本体１Ｂの鍔部１５Ｇが係止部３４Ｃの上方から下方に通過し、鍔部
１５Ｇの上面に係止部３４Ｃが係止する。このように、便器本体１Ｂを所望する据付向き
に容易に固定することができる。また、便器本体１Ｂの外周面１３にビス等の固定部材が
露出することがないため、便器本体１Ｂの外観をすっきりさせることができる。
【００３３】
　また、凹部１３Ｓに外部から治具Ｊを挿入し、押込み部３４Ｃを接続ソケット２３側に
押圧すると、固定具３３は弾性変形し、係止部３４と鍔部１５Ｇとの係止を容易に解除す
ることができる。このため、便器本体１Ｂを床面Ｆから容易に取り外し、便器本体１Ｂの
据付向きを変更させることができる。また、実施例２の洋風大便器は、実施例１と同一の
構成により、同様の作用及び効果を奏する。
【００３４】
　したがって、実施例２の衛生器具である洋風大便器も、便器本体１Ｂの据付向きを容易
に変更することができ、所望する据付向きに確実に固定することができる。
【実施例３】
【００３５】
　実施例３の衛生器具である洋風大便器では、図５及び図６に示すように、リング形状の
接続ソケット２４の外縁上部に電磁石２５が組み付けられている。電磁石２５は電力線２
５Ｅを介して通電されることにより、磁力を発生する。
【００３６】
　固定具３６は、鉄等の磁性体により形成されたリング形状の上面部３７と、上面部３７
の外周から下方に伸びた側面部３８とを有している。固定具３６の側面部３８の外周面が
脚部１２を構成する内壁１５の内周面に固定されている。便器本体１Ｃは、脚部１２にビ
ス孔１３Ｈが設けられていない点を除き、実施例１の便器本体１Ａと同じ構成である。便
座及び便蓋の図示は省略する。実施例１と同一の構成には同一の符号を付し、詳細な説明
を省略する。
【００３７】
　このように構成された実施例３の衛生器具である洋風大便器では、床面Ｆに固定された
接続ソケット２４の外縁部の上面及び側面に対し、固定具３６が覆うように便器本体１Ｃ
を上方から床面Ｆに下降させる。この後、便器本体１Ｃを器具排出管１１の軸芯周りに回
転させて、所望する据付向きに調整し、電磁石２５に電力線２５Ｅを介して通電する。こ
れにより、固定具３６が磁着され、便器本体１Ｃを所望する据付向きに固定することがで
きる。固定具３６が、電磁石２５に磁着されるため、便器本体１Ｃは据付向きを強固に固
定することができる。このため、床面Ｆに据え付けられた便器本体１Ｃを良好に使用する
ことができる。電磁石２５への通電を停止することにより、電磁石２５の磁力は失われる
ため、便器本体１Ｃを器具排出管１１の軸芯周りに回転させることができ、据付向きを変
更したり、調整したりすることが容易に行なうことができる。また、便器本体１Ｃの外周
面１３にビス等の固定部材が露出することがないため、便器本体１Ｃの外観をすっきりさ
せることができる。
【００３８】
　したがって、実施例３の衛生器具である洋風大便器も、便器本体１Ｃの据付向きを容易
に変更することができ、所望する据付向きに確実に固定することができる。また、実施例
３の洋風大便器は、実施例１と同一の構成により、同様の作用及び効果を奏する。
【実施例４】
【００３９】
　実施例４の衛生器具である洋風大便器では、図７及び図８に示すように、床面Ｆに固定
されたリング形状の接続ソケット２６の周縁上部に、一定間隔毎に６個の凹部２８が設け
られている。各凹部２８の下端角部から外周面の一方向に係止溝２７が伸びている。凹部
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２８の底面と係止溝２７の底面との間には段差が設けられ、係止溝２７の底面の方が低く
形成されている。便器本体１Ｄの脚部１２を構成する内壁１５の下部内周面には、内側に
突出する係止片（固定具）３９が一体に設けられている。便座及び便蓋の図示は省略し、
実施例１と同一の構成には同一の符号を付し、詳細な説明を省略する。
【００４０】
　このように構成された実施例４の衛生器具である洋風大便器では、床面Ｆに固定された
接続ソケット２６の凹部２８に係止片３９が挿入されるように便器本体１Ｄを上方から下
降させる。その後、便器本体１Ｄを反時計方向に回転させると、固定具である係止片３９
が接続ソケット２６の係止溝２７内に移動し、係止される。係止溝２７の底面が凹部２８
の底面より低く形成されているため、係止片３９を係止溝２７内から凹部２８内に移動さ
せるためには、便器本体１Ｄを上昇させながら時計方向に回転させなければならない。こ
のため、洋風大便器の使用中に便器本体１Ｄが回転してしまうことが防止され、便器本体
１Ｄを良好に使用することができる。また、係止片３９を他の凹部２８に挿入することに
より、便器本体１Ｄの据付向きを容易に変更することができる。
【００４１】
　したがって、実施例４の衛生器具である洋風大便器も、便器本体１Ｄの据付向きを容易
に変更することができ、所望する据付向きに確実に固定することができる。また、実施例
４の洋風大便器は、実施例１と同一の構成により、同様の作用及び効果を奏する。
【実施例５】
【００４２】
　実施例５の衛生器具である洋風大便器では、図９に示すように、床面Ｆに固定されたリ
ング形状の接続ソケット４０が弾性ゴムにより形成されている。接続ソケット４０の外周
面には、全周に亘って一条の嵌合溝４１が設けられている。便器本体１Ｅの脚部１２を構
成する内壁１５の下部内周面には、全周に亘って突出する一条の嵌合片（固定具）５０が
一体に設けられている。便座及び便蓋の図示は省略し、実施例１と同一の構成には同一の
符号を付し、詳細な説明を省略する。
【００４３】
　このように構成された実施例５の衛生器具である洋風大便器では、床面Ｆに固定された
接続ソケット４０が便器本体１Ｅの脚部１２に収納されるように便器本体１Ｅを上方から
床面Ｆに下降させる。その際、嵌合片５０が接続ソケット４０の外周部を弾性変形させ、
嵌合片５０が嵌合溝４１に嵌合される。嵌合片５０が嵌合溝４１に嵌合されると、接続ソ
ケット４０の外周面と内壁１５の内周面とが接触し、その摩擦力により、便器本体１Ｅは
器具排出管１１の軸芯周りに回転不能となる。このため、洋風大便器の使用中に便器本体
１Ｅが回転してしまうことが防止され、便器本体１Ｅを良好に使用することができる。ま
た、便器本体１Ｅを上昇させることにより、接続ソケット４０の外周部を弾性変形させ、
嵌合片５０と嵌合溝４１との嵌合を解除することができる。このため、便器本体１Ｅの据
付向きを容易に変更することができる。
【００４４】
　したがって、実施例５の衛生機器である洋風大便器も、便器本体１Ｅの据付向きを容易
に変更することができ、所望する据付向きに確実に固定することができる。また、実施例
５の洋風大便器は、実施例１と同一の構成により、同様の作用及び効果を奏する。
【００４５】
　以上において、本発明を実施例１～５に即して説明したが、本発明は上記実施例に制限
されるものではなく、その趣旨に逸脱しない範囲で適宜変更して適用できることはいうま
でもない。
【００４６】
　例えば、衛生器具は洋風大便器に限らず、小便器、洗面器及び手洗器などであってもよ
い。また、洋風大便器又は小便器は非水洗式・水洗式のどちらでもよい。衛生器具が洗面
器又は手洗器の場合、据付面はカウンタ面、洗面台等の天板面であってもよい。
　便器本体は、器具排出管を囲包する脚部を有する一般的な形状のものであってもよい。
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この場合、床面Ｆに取り付けられた後、便器本体の使用者が車椅子を利用するようになっ
た際に、車椅子から便器本体に移乗し易いように便器本体の据付向きを容易に変更するこ
とができる。
　脚部は衛生器具本体と別体に設け、設置時に器具排出管を囲包するように取り付けても
よい。
　接続ソケットと排出管とは別体に設けられ、便器本体の据付時に接続されてもよい。
　機器排出管を接続ソケットに一体に設けてもよい。
　実施例１又は３において、固定具３０、３６を便器本体１Ａ、１Ｃの脚部１２を構成す
る内壁１５に一体に形成してもよい。
　実施例２において、接続ソケット２３は対向する２箇所に設けられた一対の挿入溝２３
Ｈのみを有し、脚部１２は対向する２箇所に設けられた一対の凹部１３Ｓを複数組有する
ようにしてもよい。この場合、便器本体を器具排出管１１の軸芯周りに回転させ、固定具
３３の押込み部３５を対応する凹部１３Ｓに挿入させることにより、便器本体の据付向き
を容易に変更することができる。
　実施例３において、電磁石の電磁力により接続ソケットから進退可能な係止具を設け、
係止具が衛生器具本体に設けられた固定具に係止するようにしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００４７】
　本発明は洋風大便器、小便器、洗面器及び手洗器などの衛生器具に利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】実施例１～４の洋風大便器の据付状態を示す斜視図である。
【図２】実施例１の洋風大便器の断面図である。
【図３】実施例１の洋風大便器の切欠き図である。
【図４】実施例２の洋風大便器の断面図である。
【図５】実施例３の洋風大便器の断面図である。
【図６】実施例３の洋風大便器の切欠き図である。
【図７】実施例４の洋風大便器の断面図である。
【図８】実施例４の洋風大便器の切欠き図である。
【図９】実施例５の洋風大便器の切欠き図である。
【符号の説明】
【００４９】
　１Ａ、１Ｂ、１Ｃ、１Ｄ、１Ｅ…便器本体（衛生器具本体）
　２…排出管
　１０…便鉢（鉢部）
　１１…器具排出管
　１２…脚部
　１５Ｇ…鍔部
　２０、２３、２４、２６、４０…接続ソケット
　２５…電磁石
　２７…係止溝
　２８…凹部
　３０、３３、３６、３９、５０…固定具（３９…係止片、５０…嵌合片）
　３４…係止部
　４１…嵌合溝
　Ｆ…床面（据付面）
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